
96　第３部　外国子会社合算税制の仕組み

内国法人

合算課税
（第３部第１章

第４節）

全ての適用除外 

基準を満たす場合 
  

外国法人

適用対象法人の判定（第３部第１章第１節） 

① 外国法人の発行済株式等の10％以上の株式等を直接及

び間接に保有している 

② 外国法人の発行済株式等の10％以上の株式等を直接及

び間接に保有している一の同族株主グループ一に属する 

「外国関係会社」の判定（第３部第１章第２節１）

“日本居住者及び内国法人並びに特殊関係非居住者”による外国法人の発行済株式等の直接及び間接の保有割合は50％超である

「特定外国子会社等」の判定（第３部第１章第２節２）

① 外国法人の本店所在地国等において、法人の所得に課する税が存在しない

② 外国法人の本店所在地国等におけるその事業年度の所得に対する租税負担割合が20％以下

「適用除外」の判定（第３部第１章第３節） 

 
①事業基準 

下記事業が主たる事業

でないこと

・株式等・債券の保有

※事業持株会社を除く

・工業所有権等

又は著作権等の提供

・船舶又は航空機の貸付

②実体基準

本店所在地国等

において主たる事

業を行うに必要と

認められる事務所、

店舗、工場等の固

定施設を有してい

ること

 

③管理支配基準 

本店所在地国等

において、主たる

事業の管理、支配

及び運営を自ら行

っていること

 

④非関連者基準又は所在地国基準 

 
非関連者基準 

（卸売業等） 

非関連者取引の割合

は 50％を超えること

※統括会社に該当す

る場合は、被統括会社

を関連者から除く 

所在地国基準 

（製造業等） 

その事業を主と

してその本店所

在地国において

行うこと 

該
当

該
当

 

合算課税なし

該
当

適用除外基準を 

満たさない場合 

  

「少額所得除外」の判定（デミニマス基準）（第３部第１章第５節）

① 部分適用対象金額に係る収入金額の合計額が1,000万円以下である

② 税引前利益の額のうち、部分適用対象金額の占める割合が５％以下である

資産性所得あり 

資産性所得なし

資産性所得の
合算課税なし

 

少額所得除外基準を 
満たす場合  

該

当

資産性所得
の合算課税
（第３部第１章

第５節）

少額所得除外基準を 
満たさない場合 

  

【外国子会社合算税制の概要図】


